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クルカ兵の待遇改善 を求 める 「グルカ退役兵協会」西部事務所(2002年)

変わるネパ ルと
変
わ
ら
ぬ
ネ
パ
ー
ル

みなみ ・まきと1961年 、札幌生まれ。筑波大学大学院修了。専

門は文化人類学 、南アジア研究。主要共著/『 エスノ ・サイエン
ス』(京 大出版会2002年)、 『文化の生産』(ド メス出版1999

年)、 『アジア読本 ネパール』(河 出書房新社1997年)な ど。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
暮
ら
す

年
末
休
み
を
利
用
し
て
ブ
ル
ネ
イ
に
行

っ
て
き
た
。
ブ
ル
ネ
イ
は
石
油
を
産
出
す

る
裕
福
な
国
と
し
て
知
ら
れ
る
、
ボ
ル
ネ

オ
島
北
岸
の
イ
ス
ラ
ー
ム
王
国
で
あ
る
。

ネ
パ
ー
ル
の
連
載
で
、
な
ぜ
ブ
ル
ネ
イ
が

登
場
す
る
の
か
。

実
は
こ
こ
に
は
、
ネ
パ
ー
ル
人
兵
士
約

二
千
人
と
そ

の
家
族
が
住
ん
で

い
る

の

だ
。
彼
ら

の
名
は

「
グ
ル
カ
兵
」
。
ブ

ル

ネ
イ

・
ス
ル
タ
ン
国
王
軍

の
傭
兵

で
あ

る
。
そ
の
歴
史
は
、

一
九
六
二
年
、
英
領

マ
ラ
ヤ
の
英
国
軍
グ
ル
カ
連
隊
が
ブ
ル
ネ

イ
で
起
き
た
反
乱
を
制
圧
し
、
前
国
王
を

保
護
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
そ
れ
以
来
、

ブ
ル
ネ
イ
王
室
は
英
国
軍
の
退
役
グ
ル
カ

兵
を
再
雇
用
し
、
厚
遇
し
て
き
た
の
だ
。

グ
ル
カ
兵
と
は
、

一
八

一
六
年

の
ア
ン

グ

ロ

・
ネ
パ
ー
ル
戦
争
以
降
、
英
国
が
植

民
地
イ

ン
ド
を
統
治
す
る
の
に
雇
い
入
れ

て
き
た
ネ
パ
ー
ル
人
兵
士
の
こ
と
だ
。
ネ

パ
ー
ル
は
、
ゴ
ル
カ
と

い
う
町
を
起
点
に

ネ
パ
ー
ル
全
土
を
統

一
し
た
ゴ
ル
カ
王
朝

が
支
配
す
る
が
、
そ
の
兵
士
が
グ

(ゴ
)

ル
カ
兵
と
呼
ば
れ
た
。
勇
敢
で
忠
誠
心
が

厚

い
こ
と
か
ら
彼
ら
は
重
用
さ
れ
、
第
二

次
大
戦
に
は
約
二
十
五
万
人
が
英
国
軍
と

し
て
参
戦
し
、
ビ
ル
マ
や
イ
ン
パ
ー
ル
で

日
本
軍
と
も
戦

っ
た
。
イ
ン
ド
の
独
立
後
、

連
隊
は
イ
ン
ド
軍

(現
在
約
十
万
人
)
と

英
国
軍

(現
在
約
三
千
人
)
に
分
割
さ
れ

ブルネイのネパ ール人 「グル カ兵」

第3回

国
立
民
族
学
博
物
館
助
教
授

写

真

・文

南
真
木
人

た
が
、
英
国
軍
グ
ル
カ
連
隊
は
今
日
も
な

お
国
際
平
和
維
持
部
隊
な
ど
で
世
界
中
の

紛
争
地
域
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー

ス
に
は
な
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
イ
ラ
ク

に
も
駐
留
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

今
、
日
本

で
は
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣

を
前
に
、
こ
の
戦
争
の
大
義
は
何
で
あ

っ

た
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
ネ
パ

ー
ル
は
過
去

二
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
大
義

ど
こ
ろ
か
、
食
べ
て
い
く
た
め
に
若
者
を

英
国
軍
に
送
り
続
け
て
き
た
。
英
国
で
は

一
九
九
九
年
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
コ
ソ

ボ
で
不
発
弾
の
処
理
中
に
事
故
死
し
た
グ

ル
カ
兵

の
補
償
金
が
、
英
兵
の
そ
れ
よ
り

も
格
段
に
低
い
こ
と
が
人
種
差
別
だ
と
問

題
化
し
た
。
二
〇
〇
二
年
に
は
、
第
二
次

大
戦
で
日
本
軍
の
捕
虜
に
な

っ
た
、
ネ
パ

ー
ル
に
住
む
八
十
歳
代

の
元
グ

ル
カ
兵

が
、
英
兵
と
同
額
の
補
償
金
を
求
め
る
訴

訟
を
お
こ
し
、
英
国
高
等
法
院
は
政
府
に

対
し
て
そ
の
支
払

い
を
命
じ
る
判
決
を
下

し
た
。
戦
後
補
償
は
敗
戦
国
に
と
ど
ま
ら

ず
、
戦
勝
国
に
お
い
て
も
始
ま

っ
た
の
だ
。

ブ
ル
ネ
イ
の
博
物
館
と
王
立
ギ
ャ
ラ
リ

ー
で
警
備
の
グ
ル
カ
兵
と
ネ
パ
ー
ル
語
で

会
話
し
た
私
は
、
あ
ら
た
め
て
、
激
動

の

二
十
世
紀
の
あ
ら
ゆ
る
前
線
で
ネ
パ
ー
ル

人
の
若
者
が
命
を
賭
け
て
戦

っ
て
い
た
と

い
う

「歴
史
の
裏
側
」
を
、
複
雑
な
気
持

ち
で
振
り
返

っ
た
。
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